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第
二

弁
操

作
室

遮
蔽

，
フ

ィ
ル

タ
装
置

遮
蔽
及
び

配
管

遮
蔽

の
工
事

計
画

認
可

申
請

書
で

の
記
載

に
つ

い
て

 
 FC

VS
弁
操
作

作
業

（
期

待
す

る
遮
蔽

：
第

二
弁

操
作

室
遮

蔽
）

 
 

パ
タ

ー
ン

１
 

パ
タ

ー
ン

２
 

パ
タ

ー
ン

３
 

関
係

す
る

規
則

等
の

記
載

、
記

載
要
否

の
考

え
方

 

基
本

設
計

方
針

 
○

 
○

 
×

 
技

術
基
準

規
則

67
条
の

解
釈
に

お
い
て
、
「

炉
心

の
著

し
い
損

傷
時
に

お
い

て
も
、
現
場
に

お
い
て
、
人
力

で
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
隔
離

弁
の

操
作

が
で

き
る

よ
う
、
遮

蔽
又

は
離

隔
等
の

放
射
線

防
護

対
策

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
」
と
定

め
ら
れ

て
お

り
、
本
条

文
に

適
合
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

た
め
、
基
本

設
計

方
針

へ
記

載
が

必
要

 
要
目

表
 

×
 

×
 

×
 

工
認

ガ
イ

ド
で

は
、
生

体
遮
蔽

装
置
と

す
る

も
の

は
、

JE
AC

46
15

の
定
義

に
よ

る
と
さ

れ
て
お

り
、
第

二
弁

操
作
室

遮
蔽

は
こ

れ
ら

に
該

当
し
な

い
た

め
、

要
目

表
に

は
記
載

し
な

い
。

 

説
明

書
 

○
 

×
 

○
 

技
術

基
準

規
則

67
条
の

解
釈
に

お
い
て
、
「

炉
心

の
著

し
い
損

傷
時
に

お
い

て
も
、
現
場
に

お
い
て
、
人
力

で
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

の
隔
離

弁
の

操
作

が
で

き
る

よ
う
、
遮

蔽
又

は
離

隔
等
の

放
射
線

防
護

対
策

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
」
と
定

め
ら
れ

て
お

り
、
本
条

文
に

適
合
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

た
め
、
説
明

書
へ

の
記

載
が

必
要

 
補

足
説
明

資
料

 
○
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○

 
同

上
 

 屋
外

作
業

（
期

待
す

る
遮

蔽
：

フ
ィ
ル

タ
装

置
遮

蔽
，

配
管

遮
蔽
）

 
 

パ
タ

ー
ン

１
 

パ
タ

ー
ン

２
 

パ
タ

ー
ン

３
 

関
係

す
る

規
則

等
の

記
載

、
記

載
要
否

の
考

え
方

 

基
本

設
計

方
針

 
○

 
○

 
×

 
技

術
基
準

規
則

6
7
条

の
解
釈

に
お
い

て
、

「
使

用
後

に
高

線
量
と

な
る

フ
ィ

ル
タ

ー
等

か
ら
の

被
ば

く
を

低
減

す
る

た
め

の
遮

蔽
等

の
放

射
線
防

護
対

策
が

な
さ

れ
て

い
る
こ

と
」
と

定
め

ら
れ
て

お
り
、
そ

れ
に

適
合

し
て
い

る
こ

と
を

示
す

た
め

に
記
載

が
必

要
 

要
目

表
 

×
 

×
 

×
 

工
認

ガ
イ

ド
で

は
、
生

体
遮
蔽

装
置
と

す
る

も
の

は
、

JE
AC

46
15

の
定
義

に
よ

る
と
さ

れ
て
お

り
、
第

二
弁

操
作
室

遮
蔽

は
こ

れ
ら

に
該

当
し
な

い
た

め
、

要
目

表
に

は
記
載

し
な

い
。

 
説
明

書
 

○
 

×
 

○
 

技
術

基
準

規
則

6
7
条

の
解
釈

に
お
い

て
、

遮
蔽

防
護

対
策

の
設
置

要
求

は
あ

る
が

、
評

価
要
求

は
な

い
た

め
説

明
書

で
の

記
載

は
基

本
設

計
方
針

並
み

で
記

載
 

補
足

説
明

資
料

 
○

 
－

（
FC

VS
弁

操
作
作
業
の
補

足
説
明
に
含
め

る
）

 
○

 
技

術
基
準

規
則

6
7
条

の
解
釈

に
お
い

て
、

遮
蔽

防
護

対
策

の
設
置

要
求

は
あ

る
が

、
評

価
要
求

は
な

い
た

め
、

F
CV
S
弁
操
作

作
業

の
補
足

説
明
資

料
に

評
価

結
果

を
記

載
す
る

。
 

 


